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Ⅰ目的・方針 
１ 目的 

新型コロナウイルス（以下「新型コロナ」という。）感染症については、依然として収束する見
込みがたっておらず、このような状況下において、大地震や風水害などの災害が発生し、避難所
を開設した場合に備え、新型コロナ感染症に対応した避難所対策が必要となっています。 

本マニュアルは、避難所における新型コロナ感染症の感染拡大を予防し、避難者及び避難所運
営に従事する職員等の安全を守るために策定するものです。 
 
２ 方針 
（１）マニュアルの方針 

国は、令和２年４月７日付け事務連絡「避難所における新型コロナウイルス感染症への更
なる対応について」により、避難所における新型コロナ感染症対策の留意事項をまとめ、技
術的助言として示しており、市の対策は、これらを踏まえ講じるものとします。 

 
（２）マニュアルの章構成 

このマニュアルは、次のとおり構成されています。 
章 概要 
Ⅰ マニュアル作成の目的や方針、構成など 
Ⅱ 施設が事前に準備しておくこと 
Ⅲ 災害時における避難所の感染症対策の手順など 
Ⅳ 様式、資料、参考資料 

 
（３）マニュアルの対象者 

避難所の運営に関わる者（以下「避難所運営従事者」という。）を対象とします。 
① 施設管理者及び施設職員 
② 参集指定職員 
③ 避難所運営者 
④ 避難所運営に従事することになった避難者 

 
（４）マニュアルの改訂 

このマニュアルは、新型コロナ感染症対応の検証や他のウイルス感染症拡大の状況などに
より、適時見直していきます。 
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３ 新型コロナ感染症対策の考え方 
新型コロナ感染症への対策として、クラスター（集団）の発生を防止することが重要です。 
このため、避難所における新型コロナ感染症対策は、密閉空間、密集場所、密接場面の３つ

の密がそろうような条件を回避し、避難所内でのクラスターの発生を防止することが基本とな
ります。避難所運営業務において、感染症対策に疑義が生じた場合は、この基本に沿っている
かをまず考えてください。 
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Ⅱ事前準備 
１ 専用スペースの確保【施設管理者】 

平時から施設管理者は、一般の避難者が滞在する避難スペースや体育館等とは別に、濃厚接触
者及び発熱等により新型コロナの感染の疑いのある者（以下「濃厚接触者等」という。）などの避
難者の専用スペースを設定してください。 
① 専用スペースは、会議室等を活用します。避難所が学校施設の場合は、教室や多目的室など

を活用します。 
② 濃厚接触者等により、３つのケースを想定し、それぞれの専用スペースを確保します。以

下、便宜上、3 つのスペースの名称を次のとおりとします。 
名称 対象者 
専用 A ・健康観察期間中の濃厚接触者で３７．５℃以上の発熱または

咳や息苦しさを有する者 
・発症前１４日以内に海外渡航歴があり、３７．５℃以上の発
熱または咳や息苦しさを有する者 

専用 B 健康観察期間中の濃厚接触者（発熱等の症状が無い者） 
専用 C 濃厚接触者以外で発熱等の症状を有する者 
一般 専用Ａ〜C に該当しない者 

 
専用 A〜C のスペースについては、それぞれ部屋を男⼥別に確保することが望ましいです

が、困難な場合は、一つの部屋をビニールシートやパーテーションで区切るなどの対応を行い
ます。 

③ トイレ・手洗い場も濃厚接触者等の専用とし、可能な限り一般の避難者と動線を分けるよう
にします。（携帯トイレや簡易トイレの設置も検討） 

④ 学校については、児童・生徒が在校している場合についても考慮し、専用スペースを設定し
ます。【資料③】 

⑤ 一般の避難者が滞在するスペースでも、「３密」状態を避けるため、避難者同士の距離を可能
な限り２ｍ確保（最低１ｍ）するよう設定する。 

⑥ ⾶沫感染防止のため、⾼さ１〜２ｍ程度の間仕切りを可能な限り配置する。 
 
２ 感染症対策物資の確保【施設管理者】【参集指定職員】【避難所運営者】 

避難所運営従事者向けのマスク、消毒液、ハンドソープ、非接触型体温計、使い捨て手袋、フ
ェイスシールド、感染防護服の備蓄場所・備蓄数を確認し、不足している場合には救援物資班
（行革・施設管理課）に連絡し、防災センター倉庫などから必要数を補充します。 
 
３ 緊急時対応や連絡先の整理【施設管理者】【参集指定職員】【避難所運営者】 

避難所内で感染の疑いのある避難者が確認された場合に備えて、緊急時の連絡先（健康課や県
厚生センター）を整理しておきます。 
 
4 新型コロナ感染症防止に関する避難行動の周知【総務課】 

避難とは「難」を「避」けること、つまり安全を確保することです。避難所の３密（密閉、密
集、密接）を防ぐため、市⺠に対し、避難所への避難だけではなく、避難行動には様々な種類が
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あることを理解していただく必要があります。 
避難所以外への避難の検討を進めていただくため、南砺市広報や市ホームページ等を通じて、

以下の点について市⺠へ周知を図ります。 
①風水害時 

台風等の風水害時には、市からの避難情報等を確認の上、避難します。特に、⾼齢者等避難に
時間がかかる方、またはこのような方と一緒に避難する方は、自らの避難行動について、早めに
検討します。 
（避難方法に関する検討事項） 
・ご自宅の場所のハザードマップ（水害・土砂災害）を確認し、浸水又は土砂災害の危険のおそ
れがない場所に居住している方は、ご自宅に留まり安全を確保することも可能です。 
・浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に居住している方は、市からの避難情報等に基づき、避難
所などの安全な場所に避難をしてください。なお、避難情報の発令前に安全な場所にある親戚や
知人宅に避難する際は、避難先での新型コロナの感染リスクに十分配慮することが必要です。 
・豪雨等により、屋外避難が危険な場合は、ご自宅の少しでも安全な部屋に移動したり、すぐ近
くに頑丈な上層階等の安全な場所があればそこに移動したりするなど、命を守るための最善の行
動をとります。 
 
②震災時 

大規模な震災時には、避難生活が⻑期化することが予想されます。 
避難生活での環境変化による体調不良を起こすこともあります。また、密集を回避する点から
も、自宅で居住継続が可能な場合は、「在宅避難」を検討します。 

そのため、日ごろ、家具の転倒・落下防止対策や、水や食料などの必要な物を備蓄（最低３日
間）しておくことが重要です。 
（避難所へ避難する際の備え） 
・避難所に人が多く集まることで、新型コロナの感染が拡大するリスクがあります。そのため、
避難所に避難する際にはマスクを着用する等、感染リスクに十分配慮します。 
・また、避難所内での接触機会を減らすため、体温計・消毒液等の衛生品やタオル・⻭ブラシ等
の清潔品、水・食料など必要な物は、各自であらかじめ、できる限り確保した上で避難します。 
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Ⅲ災害時の対応 
以下の手順等に基づき、避難所運営従事者は新型コロナ感染症に配慮した避難所対応を行って

ください。 
 
１ 感染症予防用の物資の準備 

新型コロナ感染症対策用の物品を確認してください。不足の場合は災害対策本部（総務課）ま
たは救援物資班（行革・施設管理課）に報告し、補充依頼してください。 
① マスク、使い捨て手袋 
② フェイスシールド、感染防護服 
③ アルコール消毒液、ハンドソープ 
④ 非接触型体温計 
⑤ 間仕切り（パーテーション、ビニールシートなど） 
⑥ 案内表示物（含手指衛生、咳エチケットのポスター等） 
※筆記用具など、通常の避難所運営設営で使用するものは記載していません。 
 
２ 避難所運営従事者の安全対策 

次のとおり、感染症予防を行ってください。 
① マスク、使い捨て手袋を着用し、新型コロナの感染予防を行います。 

※専用スペース（Ａ〜C）の従事者は、フェイスガードも装着します。 
※専用スペース（Ａ〜B）の従事者は、感染防護服も装着します。 

② 手洗いをこまめに行い、適宜アルコール消毒液で手指消毒を行います。 
③ 定期的に検温を行い、また、自身の体調変化に注意します。 
④ 発熱、咳等の症状がある場合は、ただちに業務を中断し受診するか、電話で感染症対策担当

課（健康課）に相談します。 
 
３ 役割分担 

避難所運営従事者で話し合い、次のとおり、新型コロナ感染症対策の役割分担をしてくださ
い。 
役割 内容 
① 専用スペース設営 
（主に開設時） 

専用スペースの整備（片付け、仕切り等）、案内や動線の
表示 

② 受付 避難者の検温、健康状態の聞き取り、受付 
③ 誘導 避難者の案内、誘導 
④ 物資 マスク、消毒液等の準備、配置、補充 
⑤ 濃厚接触者等の対応 濃厚接触者等の相談、要望等の聞き取り 
⑥ 情報収集、連絡 濃厚接触者等の状況把握、災害対策本部への連絡等 

※役割は、避難所の状況に応じて追加・変更してください。 
 
４ 避難所における感染症対策 
（１）専用スペースの設営 

災害対策本部からの指示を受け避難所を開設する場合は、事前に設定している濃厚接触者等の
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専用スペースを、以下の要領で設営してください。 
① 濃厚接触者等の専用スペースとなる室内の物品等を片付けます。 
② 濃厚接触者等が複数いる場合は、できるだけ室内を仕切り、個室の状況にするのが望まし

く、仕切りはパーテーション、段ボール、ビニールシートなどを利用します。 
《専用スペースと対象者》 

名称 対象者 
専用 A ・健康観察期間中の濃厚接触者で３７．５℃以上の発熱ま

たは咳や息苦しさを有する者 
・発症前１４日以内に海外渡航歴があり、３７．５℃以上
の発熱または咳や息苦しさを有する者 

専用 B 健康観察期間中の濃厚接触者（発熱等の症状が無い者） 
専用 C 濃厚接触者以外で発熱等の症状を有する者 
一般 専用Ａ〜C に該当しない者 

③ 専用 A〜C のスペースについては、それぞれ部屋を男⼥別に確保することが望ましいです
が、困難な場合は、パーテーションやビニールシートで区切り、可能な限り要配慮者や妊産
婦、乳幼児と離れた位置での対応を行います。 
また、濃厚接触者等の人数の拡大に備えて、予備の専用スペースについても選定しておきま
す。 
※間仕切りなどの方法は、各施設の状況に応じて実施してください。 

④ 一般避難者との接触を避けるため、ロープ等で立入制限区域の表示を行います。 
⑤ アルコール消毒液、ゴミ袋、相談シートなどを用意します。 

なお、ゴミ袋には、専用スペース分であることがわかるようマジックで明記します。 
 
（２）受付・誘導 

避難所運営従事者は、避難者全員の検温、健康状態の聞き取りを事前受付にて行い、専用（Ａ
〜Ｃ）と一般に誘導し、それぞれで受付を行ってください。【資料①】 
【事前受付】 
① 一般避難者受付と濃厚接触者等受付を準備します。その際、一般避難者と濃厚接触者等の動

線が交わらないようにします。 
② マスク、アルコール消毒液、非接触型体温計を準備します 
③ 非接触型体温計の電源を入れ、体温計が正常に作動するか確認します。 
④ アルコール消毒液を、検温場所に設置します。 
⑤ 避難者に１〜２ｍの間隔を開けさせて、１列に並べます。 
⑥ 避難者に、アルコール消毒液で手指消毒させます。 
⑦ 非接触型体温計で、体温計の測定センサー部分を額と垂直にし、額から約３センチメートル

離して計測します。計測の際は、避難者と距離を保つようにします。 
⑧ 検温と合わせて、新型コロナ感染の有無や咳などの症状が無いか聞き取りを行い、フローチ

ャートにより、受付に誘導します。 
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《検温時のフローチャート》

 
 
【受付・誘導】 
① 避難者に１〜２ｍの間隔を開けさせて、１列に並べます。１台の記載台で、一度に２人以上

記載させる場合は、隣と１ｍ以上の間隔を開けるようにします。 
② 受付時、避難者に手指消毒をさせ、マスクを着用していない避難者には着用するよう促し、

マスクを持っていない場合はマスクを渡し着用させます。 
③ 新型コロナ感染症予防について説明します。 
④ 受付後、濃厚接触者等は専用スペースに案内します。 
⑤ 濃厚接触者等が来所した場合は感染症対策担当課（健康課）に連絡する。 
 
（３）避難所内の感染症対策 

避難者と避難所運営従事者への新型コロナ感染症の伝播を予防するため、次の対策を行ってく
ださい。 
ア 衛生環境の維持 
① 手指消毒用のアルコール消毒液を、次の場所などに設置します。 

・避難所（入口、避難所内） 
・受付場所 
・トイレの出入口 
・物資配給場所 
・その他必要な場所 

② 避難所内の通気性を保つため、窓を開け、換気を行います 
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・避難所内では密閉を避け、常時、窓などを開け外気を取り入れるようにしてください。 
・寒さで常時窓の開放が困難な場合でも、１時間に２回程度換気を行ってください。 
・夏季や冬季で窓を閉めてエアコンを使用する場合でも、１時間に２回程度、窓を開けて換気
をしてください。 
・台風などの風水害時は、風雨の影響が少ない窓を探して開けるなど、できる限り外気を取り
入れるよう努めてください。 
・避難所内に扇風機等を配置し、取り入れた外気を循環させてください。 

③ 避難所内の物品及び施設等は、定期的に、または目に見える汚れがあるときに、家庭用洗剤
を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境をできる限り整えます。 

④ 嘔吐物などの清掃は、嘔吐物を取り除いた後、消毒液を浸み込ませたペーパータオル類で拭
きます。 

イ 感染予防 
① 各避難者（家族の場合は家族単位）には、できるだけ距離を開けて過ごすとともに、避難者

同士の交流は極力避けるよう伝えます。 
② 避難者に対し、１日１回、検温及び健康状態の聞き取りを行います。 
③ 一般避難者と専用スペースの避難者同士が接触しないように、避難所内でのエリアを明確に

し、また動線も交わらないようにします。 
④ 避難所内（入口、掲示板、洗面所及びトイレ等）に、マスクの着用、手指衛生、咳エチケッ

トのポスター等を掲示します。また、感染予防について、定期的にアナウンスし注意喚起しま
す。 

⑤ 避難者には、「３密」回避等の感染症予防と、発熱等の症状が出たらすみやかに避難所運営従
事者に申し出るようアナウンスをします。 

⑥ マスクを着用していない避難者には着用するよう声をかけ、マスクが無い避難者にはマスク
を渡し着用させます。 
（避難所運営従事者分のマスクは、避難者分とは別にして必ず確保しておきます）。 

⑦ 新型コロナ感染者が使用したトイレのドアノブ、ペーパーフォルダー、水洗レバー、便器フ
タ及び便座等については、消毒液（家庭用漂白剤濃度 0.1％）を浸み込ませたペーパータオル類
で拭きます。 

ウ 一般避難者が発熱等の症状を発した場合 
① 一般避難者が、発熱、咳、息苦しさ（呼吸困難の場合は救急車を呼びます。）、強いだるさ

（倦怠感）などの症状を訴えた場合は、隔離し（専用 C などへ移動）、電話で感染症対策担当課
（健康課）に相談します。 

② 避難者全員の検温及び健康状態の聞き取りを行い、ほかに症状を発している者がいないか確
認します。検温等により、症状が確認された避難者は①と同様に取り扱うものとします。 

③ 症状を発した避難者の居住スペースや避難所内の物品等については、消毒液（アルコール消
毒液または家庭用漂白剤濃度 0.05％）を浸み込ませたペーパータオル類で拭きます。 

エ ゴミの処理 
① 避難所内の良好な衛生環境を保つため、ゴミはあふれさせないよう避難者に周知します。 
② ゴミ袋からこぼれたゴミは、感染予防のため素手では拾わず、清掃用具などを使用します。 
③ 廃棄の際はゴミ袋の口をしっかりと閉じ、あらかじめ決められたゴミ集積場所に、濃厚接触
者等の専用スペースから出たゴミ袋（表示がある）と分けて置きます。 
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オ 避難所内の禁止行為 
避難者が次の行為を行っている場合は、直ちにやめるよう注意してください。 

① 息が上がるような運動 
② 大声を出す、歌う 
③ マスク未着用での会話 

※特に食事中はマスクを外すため、会話を控えるよう避難者に周知してください。 
 
（４）物資配給【資料②】 

給食や生活用品等の物資配給では、濃厚接触者等、避難所の一般避難者、在宅避難者の３つの
ケースを想定して対策を行います。 
従事者は、手洗い、手指消毒のうえ、マスク、使い捨て手袋、フェイスシールドを必ず着用して
ください。 
ア 濃厚接触者等への配給 
① 専用スペース出入口付近に机等で配給場所を設けます。 
② 物資を渡す場合は、接触しないように配給場所に物資を置き、避難者に取りに来てもらうよ

うにします。 
イ 一般避難者への物資配給 

給食や日用品等の配給時は、密集状態にならないように以下の手順で配給します。 
《給食》 
① 給食担当者は、手指消毒のうえマスク、手袋を着用します。 
② 配給場所となるテーブルなどは、消毒液（アルコール消毒液または家庭用漂白剤濃度

0.05％）をペーパータオル類に浸み込ませて拭き、⾶沫感染を避けるためビニールで仕切りを
作ります。 

③ ボランティアによる炊出しがある場合は、ボランティアの検温及び聞き取りを行い、手指消
毒のうえマスク、手袋を着用させて従事させます。 

④ 配給場所が密集しないように、避難者をいくつかのグループに分け、グループごとに時間差
を置いて配給場所に案内するようにしてください。 

⑤ 給食時、配給場所が密集しないよう、避難者に１〜２ｍの間隔を開けさせて１列に並べるな
ど誘導を行います。 

⑥ アルコール消毒液を用意し、並んでいる避難者にマスクを着用してもらい、給食を受け取る
前に手指消毒を行わせます。 

⑦ 給食を渡すときは、一度テーブルに置いてから避難者に受け取ってもらうなど、手渡しを避
けるようにします。 

⑧ 食物アレルギーを防ぐため、原材料の包装や献立表を掲示して正確な情報を提供します。 
⑨ 濃厚接触者等が残した給食は他の残食と区別して、ゴミ袋に「感染対応」等として表示しま

す。 
《生活用品等》 
給食の対応を参考に、避難者同士の密集及び避難者への直接の手渡しを避けるようにします。 
ウ 在宅避難者への配給 
① 在宅避難者に、アルコール消毒液で手指消毒を行わせます。 
② 受付で検温・健康状態の聞き取りを行い、問題が無ければ、配給場所を案内します。 
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③ 自宅療養中の新型コロナ感染者及びその同居の家族等の濃厚接触者、上記②により発熱等が
確認された避難者（「在宅感染者等」）については、受付から離れた場所に待機させ、避難所運
営従事者が必要な物資を配給場所で受け取り、玄関前や部屋の前に置いたものを取ってもらう
など、できるだけ対面しないよう工夫して避難者に渡します。 

 
（５）濃厚接触者等の状況が悪化した場合 

発熱等の症状者の体調が悪化した場合等（※）は、救急車を呼んでください。 
 
（６）濃厚接触者等からの要望・相談 

感染者等から、生活用品等の要望や避難生活における相談を受ける場合は、以下の手順にそっ
て対応してください。 

① 感染者等からの物資の要望は、相談シート（様式３）に記載してもらい、封筒などを利用
した回収袋に入れてもらうようにして、対面による聞き取りは行いません。 

② 相談シートを回収し、必ずマスク・使い捨て手袋・フェイスガードを着用のうえ、内容を
確認し対応します。 

③ 生活用品等の物資の要望については、配給場所に要望の物資を置き、声をかけ受け取りに
来てもらいます。 

④ 医療・健康に関する相談などは、感染症対策担当課（健康課）に引き継ぎます。 
⑤ 使用した相談シートは、ビニール袋に入れて保管します。なお、個人情報に関するものも

あるので、保管場所の選定には注意します。 
 
（７）情報収集・連絡 

避難所内における新型コロナ感染症に関する情報を集約し、災害対策本部（総務課）や感染
症対策担当課（健康課）に連絡し、指示を受けます。 

 
５ 避難所閉鎖 

災害対策本部からの指示を受け避難所を閉鎖する場合は、次のとおり対応してください。 
（１）撤去作業 

① 避難所の撤収作業を行う際は、マスク、手袋を着用します。 
② 濃厚接触者等が出したマスク等のゴミについては、他のゴミと区別がつくように、ゴミ

袋に「感染対応」等の表示をします。 
③ 施設の原状回復に当たっては、感染症対策担当課（健康課）と相談のうえ、避難所内の

必要な個所及び感染症対応に使用した資機材の消毒を行います。 
 
６ その他 
（１）支援団体等、来訪者の感染症対策について 

災害時は、他の自治体職員、医療・福祉関係の災害時派遣職員、ボランティアなどが支援に来
ます。また、マスコミの取材や避難者の身内が避難所に尋ねてくることもあります。 

このような場合も、避難者の受付と同様に、手指消毒及びマスクを着用の上、検温、健康状態
の聞き取りを行ってください。 
（留意事項） 
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・避難所のマスクは、避難所運営従事者（応援職員も含む）及び避難者用ですので、来訪者には
渡さないでください。 
・来訪者が検温等で問題は無いもののマスクを用意できない場合は、避難所内には入れず訪問先
の避難者を呼び出すなどで対応してください。 
・来訪者が検温等で問題があった場合は、感染症対策担当課（健康課）の指示を受けてくださ
い。 
（２）感染者の移送について 

国の技術的助言には、「新型コロナウイルス感染症の場合は、軽傷者であっても原則として一般
の避難所に滞在することは適当でないことに留意すること。」と明記していることから、濃厚接触
者等を避難所に⻑期にわたって避難させることは考えていません。このため、避難所から別の避
難施設等への移送について検討しています。今後、移送方法を検討のうえ、本マニュアルに反映
させていきます。 
 
７ 連絡先一覧 
名称 電話番号 備考 
南砺市総務課 
（災害対策本部事務局） 

２３−２００３ 
５２−６３４０(FAX) 

避難所状況報告 

南砺市健康課 
（感染症対策担当課） 

２３−２０２７ 濃厚接触者等に関する連
絡・相談 

南砺市行革・施設管理課 
（救援物資班） 

２３−２０５１ 物資要請時 

富⼭県砺波厚生センター ２２−３５１１ 市健康課から相談 
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Ⅳ 様式、資料、参考資料 
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【様式３】 
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